
長崎県病床機能分化・連携推進事業実施要領

１．概要

地域医療構想の実現に向けて、不足する医療機能への転換等、病床機能の分化・連携を推

進するための施設及び設備の整備を行う病院、診療所に対し、必要な経費の一部を支援する。

２．補助の対象となる者

長崎県内に立地する病院・診療所の開設者

３．補助の対象となる費用

（１）不足する病床への転換に要する経費

①施設整備費

地域医療構想の実現に向けて、不足する医療機能への転換等、病床機能の分化・連携を

推進するために必要な新築・増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費（土地の取得

や設計その他工事の事務に要する費用等は除く）

・既存の病床機能を転換して、回復期病床（回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケ

ア病棟及び県が適当と認めるもの）を整備するもの。

・地域医療構想調整会議の協議結果に基づいて、地域医療構想の実現に向けた病床機能の

分化・連携を行うもの。

②設備整備費

地域医療構想の実現に向けて、不足する医療機能への転換等、病床機能の分化・連携を

推進するために必要な設備の整備費

・既存の病床機能を転換して、回復期病床（回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケ

ア病棟及び県が適当と認めるもの）を整備するもの。

・地域医療構想調整会議の協議結果に基づいて、地域医療構想の実現に向けた病床機能の

分化・連携を行うもの。

（２）過剰な病床を削減し、他用途へ変更するために要する経費

①施設整備費

地域医療構想の実現に向けた病床削減に伴い、新たな取り組みを実施（病室を他用途へ

変更）するために必要な増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費（土地の取得や設

計その他工事の事務に要する費用等は除く）

・回復期病床を削減し他用途へ変更する場合、及び医療機関の廃止（廃業）のため病床を

削減し他用途へ変更する場合は補助の対象とならない。

・介護保険制度に係る施設等に変更する場合は、介護保険者（市町等）と協議し了解を得

ること。
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②設備整備費

地域医療構想の実現に向けた病床削減に伴い、新たな取り組みを実施（病室を他用途へ

変更）するために必要な設備の整備費

・回復期病床を削減し他用途へ変更する場合、及び医療機関の廃止（廃業）のため病床を

削減し他用途へ変更する場合は補助の対象とならない。

・介護保険制度に係る施設等に変更する場合は、介護保険者（市町等）と協議し了解を得

ること。

（３）再編統合等の計画策定にあたって必要となる経費

  医療機関の再編統合（ダウンサイジング・機能の転換・分化・連携・集約化）等を実施

するための計画策定等に必要となる経費

（４）病床削減に伴い不要となる建物や医療機器の処分に係る損失

  自主的なダウンサイジングに伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療

機器の処分（廃棄、解体又は売却）に係る損失

・対象となる勘定科目は固定資産除却損（固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費

用）、固定資産廃棄損（固定資産を廃棄した場合の撤去費用）、固定資産売却損（固定資産

の売却価額がその帳簿価額に不足する差額）をいう。

・医療機器については、廃棄又は売却した場合に発生する損失のみを対象とし「有姿除却」

は対象としない。

・建物については、廃棄又は売却した場合に発生する損失を対象とするが、法人税法上「有

姿除却」として認められる場合に限り、廃棄又は売却を伴わない損失（固定資産除却損）

についても対象とする。この場合、翌年度以降、解体する際に発生する損失（固定資産廃

棄損）についても、対象とする。

・「固定資産売却損」については、関係事業者への売却は対象外とし、第三者への売却のみ

を対象とする。ただし、複数の不動産鑑定士や専門業者の鑑定状況を踏まえた、市場価格

と大幅な乖離がない場合（売却後に「購入者が未使用」又は「売却者が継続使用」する場

合を除く。）は、関係事業者でも対象とする。

※ 関係事業者とは、医療法第 51条第 1項に定める理事長の配偶者がその代表者であるこ
とその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令（医療法施行規則第 32 条の 6 第 1
項第 1号）で定める特殊の関係がある者をいう。

（５）早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額

  地域医療構想の達成に向けた機能転換やダウンサイジングに伴い退職する職員に対し、

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた退職

金の割増相当額



４．補助の条件等

（１）回復期病床への転換は、既に回復期病床に転換済みの場合は対象としない。

（２）原則として、交付申請年度内に事業を完了することとする。ただし、施設整備におい

て、事前の計画に基づき複数年度に渡る場合は、出来高に応じて補助する。

（３）回復期病床として、回復期リハビリテーション病棟（病床）・地域包括ケア病棟（病床）

以外の病棟（病床）を整備する場合、補助にあたっては、医療法第 30条の 14に規定する
地域医療構想調整会議における承認を必要とする。

（４）限られた予算を効果的に配分する観点から、原則として地域医療構想調整会議におい

て必要性を協議したうえで補助を行う。この場合において、対象医療機関の説明や資料の

提出を求める場合がある。

（５）補助金の交付の申請をするにあたって、交付の決定前に申請者の責任においてやむを

得ず事業に着手する場合は、事前着手届を知事に提出すること。

５．補助基準額

（１）不足する病床への転換に要する経費

①施設整備費

新築・増築 整備する回復期病床１床あたり ９，０００千円

改築・改修 整備する回復期病床１床あたり ５，７６１千円

   ただし、３０床を上限とする。

②設備整備費

   医療機関あたり １０，８００千円

※補助対象の工事費又は工事請負費及び備品購入費が基準額を下回る場合は、当該工事費

又は工事請負費及び備品購入費を基準額とする。

（２）過剰な病床を削減し、他用途へ変更するために要する経費

①施設整備費

増築    削減する急性期・慢性期病床等１床あたり ９，０００千円

改築・改修 削減する急性期・慢性期病床等１床あたり ５，７６１千円

   ただし、３０床を上限とする。

②設備整備費

   医療機関あたり １０，８００千円

※補助対象の工事費又は工事請負費及び備品購入費が基準額を下回る場合は、当該工事費

又は工事請負費及び備品購入費を基準額とする。

（３）再編統合等の計画策定にあたって必要となる経費

  再編統合等にかかるコンサルタント業務委託費、病院間協議にかかる費用等

医療機関あたり ２，０００千円

（４）病床削減に伴い不要となる建物や医療機器の処分に係る損失

   長崎県地域医療構想の公示日（平成２８年１１月１１日）前に取得（契約）した建物

及び医療機器の処分に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上される金額に限る）



（５）早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額

   早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた

退職金の割増相当額

上限額 ６，０００千円／人

６．補助率

（１）不足する病床への転換に要する経費

２分の１

（２）過剰な病床を削減し、他用途へ変更するために要する経費

   ２分の１

（３）再編統合等の計画策定に当たって必要となる経費

    定額（２，０００千円上限）

（４）病床削減に伴い不要となる建物や医療機器の処分に係る損失

    ２分の１

（５）早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額

    定額（６，０００千円／人上限）

７．補助額の計算例等

（１）標準スケジュール

（２）補助額計算例

急性期病床を回復期病床に２０床転換するため、病棟を改築。リハビリテーション用医療機器等を購入。必要

な事業費の内訳は、施設整備費１００，０００千円、設備整備費１２，０００千円とする。

・施設整備補助金

   補助基準額 ２０床×５，７６１千円＝１１５，２２０千円

   事業費との比較 １００，０００千円＜１１５，２２０千円（事業費を採用）

補助額 １００，０００千円×１／２＝５０，０００千円

・設備整備補助金

   事業費との比較 １２，０００千円＞１０，８００千円（補助基準額を採用）

補助額 １０，８００千円×１／２＝５，４００千円

・補助額合計

   ５０，０００千円＋５，４００千円＝５５，４００千円

事業調査票提出（工事・備品購入予定より約１年以上前）

担当部局への相談・申請

地域医療構想調整会議において議論

補助額の内示・交付申請

工事・備品購入 着手

工事・備品購入 完了

事業の完了報告

補助額の請求等
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地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業実施要領

１ 概要

地域医療構想の実現を図ることを目的として、地域の関係者間の合意の上で実施さ

れる病床の削減や統合による病床機能再編への取組を支援する。

２ 対象者

療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。）又は一般病床

（同項第５号に規定する一般病床をいう。）を有する病院又は診療所（以下「医療機

関」という。）の開設者又は開設者であった者

3 対象事業

（１）単独支援給付金支給事業

平成30 年度病床機能報告において、平成30 年７月１日時点の病床機能につい

て、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対象３区分」という。）

と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画（以下「単独病床機能再

編計画」という。）を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を支給対象

とした事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。なお、地域医療

構想の実現を目的としたものではない病床機能再編（経営困難等を踏まえた自己破

産による廃院）は支給の対象とはならない。

① 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議（同法第30 条の14 

第１項に規定する「協議の場」をいう。以下同じ。）の議論の内容及び長崎県医

療審議会の意見を踏まえ、地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認め

たものであること。

② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象３区分の許可病床

数が、平成30 年度病床機能報告における対象３区分として報告された稼働病床

数の合計の90％以下であること。

（２）統合支援給付金支給事業

平成30 年度病床機能報告において、平成30 年７月１日時点の病床機能につい

て、対象３区分と報告した病床数の減少を伴う、次のすべてを満たす統合計画に参

加する医療機関（以下「統合関係医療機関」という。）の開設者を支給対象とした

事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。

① 統合計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び長崎県医療審議会

の意見を踏まえ、地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたもので

あること。
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② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化

も含む。）となること。

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。

④ 令和８年３月31日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機

関が計画に合意していること。

⑤ 統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少すること。

（３）債務整理支援給付金支給事業

地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している医療機関

であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融

機関から新たに融資を受けた医療機関（以下「承継医療機関」という。）の開設者

を支給対象とした事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び長崎県医療審議会の意見を踏まえ、地

域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存

続している医療機関であること。（（２）統合支援給付金支給事業による統合関

係医療機関として認められていること。）

② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化

も含む。）となること。

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。

④ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関か

ら新たに融資を受けていること。

⑤ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。

⑥ 国税、社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。

4 助成額の算定方法

（１）単独支援給付金支給事業

① 平成30 年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼働病

床数の合計から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象３区分の病

床稼働率を乗じた数）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床稼働

率に応じ、減少する病床１床当たり下記の表の額を支給する。病床稼働率につい

ては、平成30 年度病床機能報告の数値を用いて算出するものとする。なお、平

成30 年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等によ

り稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床機能報告時の

対象３区分の稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対象３区分の稼働病床数の

いずれか少ない方を基準とすること。



3

病床稼働率 減少する場合の１床当たりの単価

５０％未満 １，１４０千円

５０％以上６０％未満 １，３６８千円

６０％以上７０％未満 １，５９６千円

７０％以上８０％未満 １，８２４千円

８０％以上９０％未満 ２，０５２千円

９０％以上 ２，２８０千円

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下

の病床数の減少については、１床当たり2,280 千円を交付する。

③ 上記①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除くこと。

・ 回復期機能、介護医療院に転換する病床数

・ 過去に令和２年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推進するた

めの病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数

・ 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数

（２）統合支援給付金支給事業

① 統合関係医療機関ごとに、平成30 年度病床機能報告において、対象３区分とし

て報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の病床数

の減少について、対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１床当たり下記

の表に基づいて算出された額の合計額を支給する。病床稼働率については、平成

30 年度病床機能報告の数値を用いて算出するものとする。なお、平成30 年度病

床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数

に変更があった医療機関については、平成30 年度病床機能報告時の対象３区分

の稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対象３区分の稼働病床数のいずれか少

ない方を基準とすること。

病床稼働率 減少する場合の１床当たりの単価

５０％未満 １，１４０千円

５０％以上６０％未満 １，３６８千円

６０％以上７０％未満 １，５９６千円

７０％以上８０％未満 １，８２４千円

８０％以上９０％未満 ２，０５２千円

９０％以上 ２，２８０千円

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下

の病床数の減少については、１床あたり2,280 千円を支給する。
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③ 上記①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機

能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。

④ 「重点支援区域の申請について」（令和２年１月10 日付け医政地発0110 第1 

号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づく重点支援区域として指定さ

れた統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に

1.5 を乗じて算定された額の合計額を支給する。

（３）債務整理支援給付金支給事業

承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するため

に、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額。ただし、融資期間は20

年、元本に対する利率は年0.5％を上限として算定する。

5 補助率

上記算定額 10/10

6 申請方法

（１）単独支援給付金支給事業

給付金の支給を受けようとする医療機関は、以下の書類を添えて申請を行う。

ⅰ 単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書

ⅱ 単独病床機能再編計画（令和８年３月31 日までのものに限る。）

ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度

の病床機能報告の写し等

ⅳ 過年度に申請した単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書の写し（過年度

に「令和２年度病床機能再編支援補助金における令和２年度地域医療構想を推

進するための病床削減支援給付金」又は「地域医療構想の達成に向けた病床の

機能又は病床数の変更に関する事業のうち単独支援給付金支給事業」により支

給を受けている場合に限る。）

ⅴ 病床融通に関する概要（地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第30

条の４第10項に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数

の医療機関の病床機能の分化・連携の取組により病床を融通する場合に限

る。）

（２）統合支援給付金支給事業

統合後も存続する医療機関から本給付金に関する事務を一括して取り扱う医療機関

（以下「代表医療機関」という。）を定めるものとし、統合関係医療機関を代表

して代表医療機関を通じて、以下の書類を添えて申請を行う。
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ⅰ 統合支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書

（代表医療機関以外の統合関係医療機関の副署があるもの）

ⅱ 統合計画（以下の項目を必ず含むこととする）

・ 統合に関する合意の内容（合意日、統合後の医療体制、移転を伴う場合は立地

等）

・ 統合に関するスケジュール

・ 統合に関する資金計画（廃止となる医療機関に残債がある場合はその処理計

画）

ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度の

病床機能報告の写し

※代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統

合関係医療機関と協議を行うものとする。

（３）債務整理支援給付金支給事業

給付金の支給を受けようとする承継医療機関は、以下の書類を添えて申請を行う。

ⅰ 債務整理支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書

ⅱ 承継医療機関と廃止となる医療機関間の残債引継に関する申合せ書及び引継債

務の明細及び公認会計士等による意見聴取書（別添「手続実施結果報告

書」）。なお、引継債務の明細には、必ず以下の事項の記載を含むこと。

・ 借入金

債務の内容や用途（事業用資産の取得、運転資金など）を記載し、借入申込

書、金銭消費貸借契約書等を添付すること。

・ 買掛金、未払金などその他の債務

債務の内容、金額、相手先を記載すること。

ⅲ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関

から新たに受けた融資の貸付契約書（廃止医療機関の残債の返済に関する融資

である旨の記載があること。）の写し及びこれに係る償還年次表

ⅳ 国税の納税証明書、社会保険料納入証明書及び労働保険料等納入証明書

ⅴ 医療機関統合支援給付金の申請を行っている場合はその申請書の写し、既に交

付決定を受けている場合は、交付決定通知書の写し

※統合支援給付金支給事業の統合関係医療機関ではない場合は対象とすることはで

きない。

7 給付金の返還

（１）単独支援給付金支給事業

給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が、以下の①から③に定める
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事項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求め

る。

① 単独病床機能再編計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合

② 給付金の支給を受けた日から令和８年３月31 日までの間に、同一の構想区域

（医療法第30 条の４第２項第７号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）に

開設する医療機関において、対象３区分の許可病床数を増加させた場合（ただ

し、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び長崎

県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。）

③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合

（２）統合支援給付金支給事業

給付金の支給を受けた統合関係医療機関が、以下の①から③に定める事項のいず

れかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求める。

① 統合計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合

② 統合関係医療機関が、給付金の支給を受けた日から令和８年３月31 日までの間

に対象３区分の許可病床数を増加させた場合（ただし、特定の疾患にり患する者

が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び長崎県知事が特に認める場合に許

可病床数を増加させる場合はこの限りではない。）

③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合

（３）債務整理支援給付金支給事業

① 給付金の支給を受けた開設者が、以下のⅰ又はⅱに定める事項に該当する場

合、支給を行った給付金全額の返還を求める。

ⅰ 給付金の支給を受けた日から令和８年３月31 日までの間に、同一の構想区域

に開設する医療機関において対象３区分の許可病床数を増加させた場合（ただ

し、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び長

崎県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではな

い。）

ⅱ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合

② 給付金の支給を受けた開設者は、本給付の支給を受けた後、融資先の変更や繰り

上げ返済等により本給付申請時の元本の年率（上限0.5％）を下回ることとなり、

新たな年率適用後の給付金残額が当初の年率を踏まえた給付金残額と比して上回

ることとなった場合、差額を返還すること。



長崎県病床転換助成事業費補助金実施要綱

（趣 旨）

第１条 県は、療養病床の再編成により、医療の効率的な提供を推進し、もって、県

民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため、予算の定めるところに

より、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」と

いう。）附則第２条の規定並びに「病床転換助成事業実施要綱（平成２０年１０月１

５日保発第１０１５０００２号）」及び「病床転換助成事業交付金交付要綱（平成２

０年１０月１５日厚生労働省発保第１０１５００６号）」に基づき、病床転換事業（以

下「補助事業」という。）を行う者に対し長崎県病床転換助成事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、長崎県補助金等交付規

則（昭和４０年長崎県規則第１６号。以下「規則」という。）、長崎県福祉保健部関

係補助金等交付要綱及びこの要綱の定めるところによる。

（補助金を受けることができる者）

第２条 補助金を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条第２項に規定する医療法人

(2) 医療法第７条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者（前号に該  

当する者を除く。）

(3) 医療法第８条の規定により診療所の開設の届出をした者

（補助の対象となる病床）

第３条 補助の対象となる病床は、補助金の交付申請時（補助事業が複数年度にわた

る場合においては、初年度における交付申請時）において使用許可を得ている次の

各号に掲げる病床とする。

  ただし、介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年

法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第４８条第１項第３号の指定を受けた同法第８条第２６項に規定する介護療養型医

療施設をいう。以下「介護療養病床」という。）から次の各号に掲げる病床へ一旦移

行し、その後、次条各号に掲げる施設に転換する場合については、医療と介護の適

切な機能分担を図る観点から、移行後一定の期間を経ずして次条各号に掲げる施設

に転換する場合の次の各号に掲げる病床を除く。

  なお、当該病床の転換については、市町介護保険事業計画及び長崎県介護保険事

業支援計画担当部局からの了解を得ることを要する。

(1) 医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床（介護療養病床を除く。）

(2) 医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床のうち、療養病床とともに同一  

病院又は同一診療所内にあり、当該療養病床とともに転換を図ることが合理的で

あると考えられるもの

２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「施設等基準」という。）附則第９

条の規定による経過措置を適用し、かつ本補助金の交付を受けないで、介護医療院

又は介護老人保健施設等へ転換した前項各号に規定する病床を、平成３５年度末ま

資料３



でに施設等基準第３条第２項第１号ロの基準に適合させるために、別表第１の第１

欄に定める整備（改修等に限る。）を行う場合には、当該介護医療院又は介護老人保

健施設等からの転換も補助の対象とする。

３ 前項の場合においては、第１項各号に掲げる病床を施設等基準附則第９条の規定

による経過措置を適用し介護老人保健施設へ転換する前に、あらかじめ、改修を行

う予定時期、補助金の交付を希望する年度、転換病床数及び改修の内容等を、第１

号様式により知事に報告しなければならない。

（補助の対象となる転換先の施設）

第４条 補助の対象となる転換先の施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 介護医療院

(2) ケアハウス

(3) 介護老人保健施設

(4) 有料老人ホーム（居室は原則個室とし、１人当たりの居室の床面積が概ね１３  

㎡以上であるもので、かつ、介護保険制度における利用者負担第３段階以下の者

でも入居可能な居室を確保しているものに限る。）

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 複合型サービス事業所

(10) 生活支援ハウス（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）、山村振興法（昭和

４０年法律第６４号）、水源地域対策特別措置法（昭和４８年法律第１１８号）、

半島振興法（昭和６０年法律第６３号）又は過疎地域自立促進特別措置法（平成

１２年法律第１５号）に基づくものに限る。）

(11) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条の規

定により登録されている賃貸住宅

（補助の対象除外）

第５条 次各号に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3) 既存建物の買収に要する費用

(4) その他補助事業に要する費用として適当とは認められないもの

（補助額）

第６条 補助額は、まず別表第１の第１欄に定める区分毎に第２欄に定める基準額と

第３欄に定める対象経費の実支出額とを施設毎に比較して少ない方の額を選定し、

その選定した額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少

ない方の額とする。

  ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。

  なお、内示をもって事業着手を認める。



（補助金の交付申請）

第７条 この補助金の交付申請は、第２号様式によるものとし、知事が別に定める期

日までに、知事に提出しなければならない。

２ 規則第４条の規定により申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。

(1) 経費所要額調（第３号様式）

(2) 事業計画書（第４号様式）

(3) 誓約書（第１２号様式）

(4) その他知事が必要と認める書類

（変更申請手続）                              

第８条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付   

申請等を行う場合には、前条に定める申請手続に従い、知事が別に定める期日まで

に行うものとする。

（交付の条件）

第９条 規則第６条第１項の規定による条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1) 補助事業の内容のうち、次に掲げる事項を変更（軽微な変更を除く。）する場合

には、知事の承認を受けなければならない。

  ア 整備区分

  イ 設置場所

  ウ 建物の規模若しくは構造

(2) 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。以下同じ。）する場

合には、知事の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった  

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、  

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過

するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(5) 知事の承認を受けて前号に定めた財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を知事の定めるところにより、県に納付させるこ

とがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ  

ればならない。

(7) 補助金を受ける者が地方公共団体である場合においては、補助金と補助事業に

係る予算及び決算との関係を明らかにした第５号様式による調書を作成し、これ

を補助事業完了の日（第２号の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

(8) 補助金を受ける者が地方公共団体以外の者である場合においては、補助事業に



係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日（第２号の承認

を受けた場合においては、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県  

が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10)補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約にお  

いても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾し  

てはならない。

(11)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及  

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、第６号様式により速やか  

に知事に報告しなければならない。

   なお、補助事業を実施する者（以下「補助事業者」という。）が全国的に事業を

展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申

告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わな

ければならない。

   また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控  

除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。

(12)補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制  

度に基づく国の負担又は補助を受けてはならない

（状況報告等）

第10条 規則第１１条第１項の規定による報告は、次の各号に定めるところによるも

のとする。

(1) 補助事業に係る工事に着手したときは、着手した日から７日以内に工事着手報

告書（第７号様式）を提出しなければならない。

(2) 補助事業に係る工事の遂行状況について、毎年１２月末日現在の状況を翌月１

０日までに、事業遂行状況報告書（第８号様式）により報告しなければならない。

（実績報告）

第11条 規則第１３条第１項の規定による実績報告は、第９号様式によるものとし、

事業完了若しくは第９条第２号の承認を受けた日から起算して２５日を経過した日、

又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月５日のいずれか早い期日までに

しなければならない。

附則   

  １ この要綱は、平成２０年度長崎県病床転換助成事業費補助金から適用する。

  ２ この要綱は、平成２６年度長崎県病床転換助成事業費補助金から適用する。

３ この要綱は、平成２７年度長崎県病床転換助成事業費補助金から適用する。

４ この要綱は、平成３１年度長崎県病床転換助成事業費補助金から適用する。



別表第１（第６条関係）

改修

２．基準額 ３．対象経費１．区分

　補助の対象となる法附則第２条に基づく病
床の転換のための施設の改修に必要な整備費
又は整備請負費及び整備事務費（整備のため
直接必要な事務に要する費用（旅費、消耗品
費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料
等）をいい、整備費又は整備請負費の２．
６％に相当する額を限度額とする。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別
途補助対象とする費用を除き、整備費又は整
備請負費には、これと同等と認められる委託
費及び分担金並びに適当と認められる費用を
含む。

転換の対象となる１施設（病
院又は有床診療所）における
病床数について、転換前の病
床数に１床当たり５００千円
を乗じて得た額（年度をまた
いで行われる病床の転換の場
合、前記の額に「当該年度の
総事業費／全期間の総事業
費」を乗じて得た額）の範囲
内で知事が必要と認めた額

（療養病床等
を有する既存
の病院等を本
体の躯体に及
ばない屋内改
修（壁撤去
等）で整備を
伴うもの）

改築 転換の対象となる１施設（病
院又は有床診療所）における
病床数について、転換前の病
床数に１床当たり１，２００
千円を乗じて得た額（年度を
またいで行われる病床の転換
の場合、前記の額に「当該年
度の総事業費／全期間の総事
業費」を乗じて得た額）の範
囲内で知事が必要と認めた額

　補助の対象となる法附則第２条に基づく病
床の転換のための施設の改築に必要な整備費
又は整備請負費及び整備事務費（整備のため
直接必要な事務に要する費用（旅費、消耗品
費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料
等）をいい、整備費又は整備請負費の２．
６％に相当する額を限度額とする。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別
途補助対象とする費用を除き、整備費又は整
備請負費には、これと同等と認められる委託
費及び分担金並びに適当と認められる費用を
含む。

（療養病床等
を有する既存
の病院等を取
り壊して、新
たに施設を整
備すること）

創設 転換の対象となる１施設（病
院又は有床診療所）における
病床数について、転換前の病
床数に１床当たり１，０００
千円を乗じて得た額（年度を
またいで行われる病床の転換
の場合、前記の額に「当該年
度の総事業費／全期間の総事
業費」を乗じて得た額）の範
囲内で知事が必要と認めた額

　補助の対象となる法附則第２条に基づく病
床の転換のための施設の創設に必要な整備費
又は整備請負費及び整備事務費（整備のため
直接必要な事務に要する費用（旅費、消耗品
費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料
等）をいい、整備費又は整備請負費の２．
６％に相当する額を限度額とする。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別
途補助対象とする費用を除き、整備費又は整
備請負費には、これと同等と認められる委託
費及び分担金並びに適当と認められる費用を
含む。

（療養病床等
を有する既存
の病院等を取
り壊さずに、
新たに施設を
整備するこ
と）


